
私立学校経常費補助 

 

 

 

趣旨・目的 

 

① 私立幼稚園・小学校・中学校・高等学校は、学校教育法第１条に

規定されている学校で、知事の認可を受けています。 

② 本県の私立学校は、建学の精神に基づく独自の教育理念と特色あ

る教育により、公立学校とともに公教育の一翼を担い、県民生徒等

の教育に重要な役割を果たしています。 

③このような私立学校の教育水準の維持向上と保護者負担の軽減並

びに学校経営の安定を図るため、助成を行っています。 

 

 

補助内容 

 

 

県内の私立高校学校・中学校・小学校・幼稚園に対し、教職員人件

費や教育活動費などの経常的経費の補助を行っています。 

 

 

＜令和５年度予算額＞ 

校種 校園数 補助額（千円） 

私立高等学校 51 11,874,410 

私立中学校 38 4,119,897 

私立小学校 11 1,047,574 

私立幼稚園 81 3,156,041 

 

 

 

 

 

 


